
近
江
国
大
浦
の
浦
法
と
幕
府
権
力

蔵

持

重

裕

は
じ
め
に

明
和
五
年
〜
六
年
（
一
七
六
八
・
九
）
に
か
け
て
、
膳
所
藩
領
近
江
国
浅
井
郡
大

浦
村
の
船
問
屋
・
舟
年
寄
と
「
浦
無
」
船
持
勘
兵
衛
以
下
五
人
（
以
下
五
人
衆
と
記

す
）
と
の
舟
浦
相
論
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
は
す
で
に
萩
原
龍
夫
氏
が
、「
湖
北
大
浦
の
舟
浦
争
論（
上
）（
下
）」

に
お
い
て
詳
細
な
経
過
を
述
べ
ら
れ
て

（
１
）

い
る
。

萩
原
の
狙
い
は
、
隣
接
す
る
菅
浦
に
比
し
て
、
大
浦
に
関
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど

無
い
と
こ
ろ
か
ら
、
中
世
大
浦
を
展
望
す
る
と
と
も
に
、
大
浦
の
蓮
敬
寺
所
蔵
「
蓮

敬
寺
文
書
」
を
用
い
て
、
近
世
の
大
浦
湊
に
か
か
わ
る
舟
運
の
様
子
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
①
中
世
・
近
世
初
期
の
大
浦
を
概
観
、
②
一
向
宗
寺
院
の
海
津
・

塩
津
・
大
浦
の
結
び
つ
き
の
概
観
、
③
貞
享
・
明
和
期
の
舟
浦
争
論
を
紹
介
し
つ
つ
、

天
明
期
（
一
七
八
一
〜
）
に
は
琵
琶
湖
水
運
は
日
本
海
海
運
に
押
さ
れ
衰
退
、
そ
れ

と
と
も
に
問
屋
と
船
持
の
対
立
も
表
面
化
し
な
く
な
る
状
況
を
描
き
、
舟
運
と
村
落

へ
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、
特
に
明
和
の
舟
浦
相
論
を
念
頭
に
結
語
と
し
て
、「
争
論
は
湖
上
水
運

の
旺
盛
な
時
期
に
は
は
げ
し
く
く
り
か
え
さ
れ
、
船
持
ち
仲
間
の
勢
力
の
上
昇
と
と

も
に
、
大
津
代
官
所
の
微
妙
な
あ
り
か
た
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
問
屋
の
統
制
に
動

揺
を
生
じ
さ
せ
も
し
た
」
と
結
ん
で
い
る
。

研
究
の
空
白
で
あ
る
大
浦
の
中
世
・
近
世
初
頭
の
様
子
を
湊
の
利
用
と
舟
運
を
め

ぐ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
琵
琶
湖
水
運
の
趨
勢
を
示
し
た
成
果
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
、

舟
年
寄
・
問
屋
側
と
大
津
代
官
所
の
煩
雑
な
や
り
と
り
を
詳
細
に
紹
介
し
た
点
は
労

作
と
い
え
る
。

筆
者
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
萩
原
氏
が
「
大
津
代
官
所
の
微�

妙�

な�

あ�

り�

か�

た�

」

と
評
し
た
代
官
所
役
人
（
幕
府
官
僚
）
の
訴
訟
吟
味
過
程
に
お
け
る
対
応
と
そ
の
思

考
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
萩
原
氏
が
代
官
所
の
対
応
を
「
微
妙
」
と
評
し
た
の
は
、

氏
だ
け
で
は
な
く
、
執
筆
当
時
こ
の
代
官
所
の
態
度
に
つ
い
て
歴
史
の
中
で
評
価
し

き
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
避
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。
萩
原
論
文
よ
り
以
前
だ
と
思
わ
れ
る
平
凡
社
の
『
日
本
歴
史
地
名
体
系

滋

賀
県
』、
角
川
書
店
『
日
本
地
名
辞
書

滋
賀
県
』
で
の
大
浦
村
の
解
説
は
、
ほ
と

ん
ど
同
文
で
あ
る
が
、
大
浦
を
概
説
し
た
上
で
、
貞
享
二
年
の
舟
持
ち
で
な
い
七
人

と
舟
年
寄
と
の
相
論
に
は
触
れ
て
い
る
が
、
明
和
の
相
論
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

そ
の
事
を
見
て
も
、
明
和
相
論
が
評�

価�

し�

に�

く�

い�

相�

論�

で
、
萩
原
氏
の
よ
う
に
代
官

所
の
対
応
を
「
微
妙
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
こ
の
相
論
で
の
舟
年
寄
り
と
幕
府
代
官
の
主
張
は
相
互
に
一
貫
し
て
お

り
、
そ
れ
だ
け
に
両
者
の
了
解
点
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
幕
府
代
官
・
吏
僚

の
態
度
は
明
確
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
微
妙
」
以
外
の
評
価
も
可
能
と
思
う
の

で
あ
る
。
以
下
、
明
和
の
相
論
を
取
り
上
げ
検
討
し
て
み

（
２
）

た
い
。
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一
、
中
世
末
・
近
世
初
期
の
大
浦
湊
の
管
理
運
営

ま
ず
、
大
浦
村
を
概
観
し
て
お
く
。
大
浦
は
近
江
国
浅
井
郡
に
属
す
る
。
琵
琶
湖

の
最
北
端
の
湊
の
あ
る
村
で
あ
る
。
古
く
か
ら
、
坂
本
・
大
津
か
ら
湖
上
を
舟
で
北

陸
道
へ
抜
け
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
逆
に
北
陸
の
物
資
が
坂
本
を
経
て

京
都
に
運
ば
れ
る
と
い
う
幹
線
ル
ー
ト
の
湊
で
あ
っ
た
。
古
代
・
中
世
で
は
長
久
二

年
（
一
〇
四
一
）
以
降
、
寺
門
派
の
円
満
院
領
の
大
浦
荘
と
し
て
あ
っ
た
。
有
名
な

菅
浦
は
そ
の
荘
内
の
一
名
で
あ
り
、
大
浦
雑
掌
が
こ
れ
を
竹
生
嶋
に
寄
進
し
た
と
い

う
。
菅
浦
と
の
長
期
の
境
相
論
は
著
名
で
あ
る
。

戦
国
期
に
は
一
向
宗
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
使
用
す
る
「
蓮
敬
寺
文
書
」
を

所
蔵
す
る
蓮
敬
寺
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
舟
年
寄
で
あ
っ
た
。
近
世
で
は
、
村
高
一

千
石
ほ
ど
で
、
膳
所
藩
本
多
氏
領
で
あ
っ
た
。

大
浦
の
生
業
の
核
で
あ
る
船
運
の
基
地
で
あ
る
湊
は
問
屋
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
た
。
浦
の
管
理
運
営
の
構
造
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

【
史
料
】
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
九
月
大
浦
問
屋

覚
（
舟
論

三
八
号
）

覚

一
、
大
浦
海
道
湊
の
儀
、
慶
長
年
中
に
、
海
津
よ
り
大
浦
江
、
北
国
往
還
上
下

荷
物
等
、
通
路
致
さ
せ
申
す
間
敷
と
申
す
に
付
き
、
大
浦
谷
九
か
村
、
板
倉
伊

賀
守
様
え
御
願
い
申
し
上
げ
候
所
に
、
北
国
往
還
、
上
下
俵
物
荷
物
通
路
仕
り

候
様
に
、
駿
河
御
城
に
於
い
て
、
東
照
大
権
現
様
よ
り
御
赦
免
（
略
）

一
、
慶
長
年
中
、
御
開
基
、
下
し
置
成
さ
せ
ら
れ
候
節
、
当
村
問
屋
座
六
軒
、

舟
浦
の
儀
も
問
屋
六
軒
に
て
相
勤
め
申
す
筈
に
相
極
め
、
恙
無
く
相
務
め
た
り

申
し
候
、
只
今
に
て
は
、
問
屋
減
少
仕
り
候
え
共
、
問
屋
座
は
六
軒
に
て
御
座

候一
、
当
村
に
丸
船
望
の
者
に
は
、
各
浦
を
貸
し
、
丸
船
遣
わ
さ
せ
申
す
儀
に
御

座
候
、
若
し
、
浦
法
に
相
背
き
申
す
者
に
は
舟
浦
貸
し
申
さ
ず
（
略
）

一
、
当
浦
に
舟
浦
所
持
は
、
問
屋
座
の
外
に
、
拾
石
積
み
に
て
も
一
艘
も
成
し

申
さ
ず
候
御
事
（
略
）

こ
の
覚
に
よ
れ
ば
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
に
、
海
津
と
の
海
道

相
論
で
大
浦
は
勝
訴
し
、
北
国
往
還
の
運
送
通
行
権
を
得
た
。
荷
扱
い
で
あ
ろ
う
六

軒
の
問
屋
座
、
船
着
場
の
舟
浦
も
六
軒
の
問
屋
の
管
理
で
あ
っ
た
。
問
屋
は
元
和
・

延
宝
・
天
和
期
（
一
六
一
五
〜
八
四
）
あ
た
り
で
、
行
空
・
蓮
敬
寺
・
目
右
衛
門
・

佐
助
・
藤
七
郎
・
新
六
な
ど
で
あ
る
。
享
保
（
一
七
一
六
〜
三
六
）
の
こ
ろ
に
は
、

助
左
衛
門
二
株
・
蓮
敬
寺
三
株
・
孫
兵
エ
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
問
屋
（
舟
年
寄
り
と
も
い
う
）
の
権
能
は
、
浦
を
所
持
し
て
お
り
、
浦
を
貸

し
、
舟
の
着
岸
・
係
留
・
荷
物
の
積
み
込
み
の
差
配
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
、

船
持
（
船
頭
）
の
浦
利
用
者
は
毎
年
八
月
に
一
年
借
浦
利
用
証
文
を
問
屋
に
出
す
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

係
留
の
舟
数
、
つ
ま
り
船
持
の
人
数
は
、
近
世
を
通
じ
て
十
一
〜
十
三
名
の
間
を

推
移
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
問
屋
・
舟
年
寄
り
の
浦
利
用
の
許
可
を
得
て
、
運
送
業

を
し
て
い
た
。
船
積
み
は
「
と
も
お
り
」
と
称
す
る
帳
面
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
着
岸

順
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
順
番
に
舟
積
み
、
回
漕
し
た
と

（
３
）

い
う
。

二
、
問
屋
、
舟
持
ち
の
対
立

こ
の
問
屋
・
舟
年
寄
と
村
や
船
持
仲
間
と
の
対
立
は
十
七
世
紀
初
め
こ
ろ
か
ら

あ
っ
た
。
近
世
の
初
め
か
ら
舟
年
寄
は
村
方
・
舟
持
と
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ

る
。以

下
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

⒜
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）

（
舟
論

四
号
）
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大
浦
浜
・「
惣
谷
中
百
姓
衆
」（
村
方
と
い
う
こ
と
か
）
が
大
浦
問
屋
の
年
貢
負

担
額
を
一
軒
に
つ
き
二
六
石
と
決
め
て
い
る
が
、
問
屋
は
こ
れ
に
応
じ
な
い
こ

と
、
ま
た
五
人
の
う
ち
三
人
は
何
ら
役
儀
を
勤
め
な
い
の
で
谷
中
の
牛
馬
荷
物

を
一
円
に
問
屋
に
も
申
し
つ
け
て
ほ
し
い
と
村
上
三
右
衛
門
に
訴
訟
。

⒝
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

（
舟
論

十
一
号
）

大
浦
舟
持
惣
中
が
、
舟
年
寄
、
と
り
わ
け
佐
助
・
助
左
衛
門
が
「
舟
積
み
番
口

積
み
破
り
」、
す
な
わ
船
着
き
は
「
と
も
お
り
」＝

着
岸
順
と
い
う
原
則
を
勝

手
に
破
り
、
そ
の
外
、
勝
手
こ
と
が
多
い
の
で
元
の
通
り
遵
守
す
る
よ
う
、
舟

奉
行
芦
浦
観
音
寺
に
訴
訟
。

⒞
享
保
二
一
年
（
一
七
三
六
）

（
舟
論

四
二
号
）

舟
年
寄
が
、
小
舟
持
ち
の
権
吉
親
子
に
孫
左
衛
門
浦
を
貸
し
与
え
た
と
こ
ろ
、

船
持
で
「
浦
な
し
衆
」
七
人
が
こ
れ
に
反
対
し
、
彼
ら
を
舟
仲
間
に
は
入
れ
な

い
旨
同
心
。
年
寄
は
「
当
村
に
田
地
も
、
所
持
仕
ら
ず
、
渡
世
の
為
に
船
を
望

み
候
へ
ば
、
浦
を
貸
し
俵
物
荷
物
等
運
送
致
さ
せ
候
様
、
古
来
よ
り
し
き
た
り

申
し
候
」
な
の
で
七
人
衆
の
態
度
は
許
せ
ず
御
奉
行
よ
り
お
叱
り
を
要
請
。
年

寄
は
「
敦
賀
辺
北
国
筋
江
州
八
幡
辺
ま
で
も
、
運
送
容
易
の
湊
と
相
聞
へ
候
へ

ば
末
々
当
浦
繁
盛
」
と
貸
し
付
け
の
正
当
性
を
主
張
。

以
上
の
よ
う
に
、
舟
年
寄
り
は
何
か
と
村
や
船
持
ち
仲
間
と
も
め
事
が
あ
っ
た
。

幕
末
に
行
く
に
従
っ
て
、
大
坂
に
直
行
す
る
日
本
海
海
運
に
押
さ
れ
、
湖
上
舟
運
は

衰
退
し
て
い
く
中
で
、
一
層
そ
の
矛
盾
は
深
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
叙
上
の
相
論
は
全
体
と
し
て
は
な
お
、
舟
年
寄
に
有
利
に
結
末
を
迎
え
た

よ
う
で
は
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
で
は
、
特
権
を
笠
に
、
し
か
し
勢
力
を
落
と

し
て
い
る
問
屋
・
舟
年
寄
の
わ
が
ま
ま
と
、
旧
来
か
ら
の
、
し
か
し
経
済
力
を
蓄
え

た
船
持
ち
の
あ
い
だ
で
、
浦
の
特
権
と
慣
習
を
め
ぐ
っ
て
矛
盾
が
大
き
く
な
っ
て
い

た
事
情
が
分
か
る
。
後
述
の
明
和
相
論
も
そ
う
し
た
一
環
で
も
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

三
、
琵
琶
湖
舟
運
の
管
理

な
お
、
既
述
の
よ
う
に
大
浦
村
は
膳
所
藩
領
で
あ
る
が
、
問
屋
・
舟
年
寄
、
五
人

衆
共
に
大
津
代
官
に
訴
訟
を
し
て
、
後
述
の
よ
う
な
展
開
を
示
す
の
で
、
支
配
関
係

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

琵
琶
湖
水
運
は
、
中
世
に
は
京
都
下
賀
茂
社
領
で
、
そ
の
供
祭
物
を
貢
納
し
て
い

た
堅
田
が
そ
の
支
配
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
。
堅
田
は
「
湖
十
二
郡
ヲ
知
行
致
、
其
成

敗
ヲ
仕
」る
と
称
し
た
。
具
体
的
に
は
そ
の
地
理
的
位
置
か
ら
の
関
務
、
上
乗
権（
通

行
承
認
権
）、
造
船
に
力
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
織
田
信
長
の
時
代
に
は
、

そ
の
下
で
堅
田
の
猪
飼
甚
介
と
い
う
人
物
が
舟
奉
行
を
務
め
た
。
天
正
十
一
年
（
一

五
八
三
）
に
坂
本
城
主
浅
野
長
吉
は
堅
田
の
特
権
を
追
認
す
る
定
書
を
出
し
て
い
る
。

豊
臣
秀
吉
が
、
大
坂
城
を
築
き
、
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
が
政
治
の
拠
点
と

な
る
に
及
ん
で
、
近
江
か
ら
の
通
行
は
京
都
へ
の
山
中
越
え
で
は
な
く
、
大
津
か
ら

の
逢
坂
越
え
で
大
坂
を
目
指
す
の
が
幹
線
化
し
た
。
浅
野
は
坂
本
か
ら
大
津
へ
城
を

移
し
た
。
こ
れ
が
天
正
十
四
・
五
年
（
一
五
八
六
・
七
）
こ
ろ
で
、
当
時
は
ま
だ
小

さ
な
湊
で
あ
っ
た
大
津
に
舟
を
集
め
る
必
要
が
迫
ら
れ
、
浅
野
は
「
当
津
に
お
い
て
、

舟
百
艘
持
ち
立
て
」
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
津
百
艘
船
仲
間
の
成
立
で
あ
る
。

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
伏
見
城
の
建
設
が
始
ま
る
と
、
大
津
の
役
割
は
さ
ら

に
大
き
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
舟
運
に
お
け
る
伝
統
的
な
堅
田
の
支
配
権
と
新
興
大

津
百
艘
仲
間
と
の
調
整
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
秀
吉
は
滋
賀
・
栗

太
・
蒲
生
三
郡
の
蔵
入
地
を
支
配
し
て
い
た
代
官
観
音
寺
詮
舜
を
舟
奉
行
と
し
、
湖

上
水
運
を
管
理
さ
せ
た
。
こ
の
芦
浦
観
音
寺
の
舟
奉
行
は
家
康
時
代
に
も
引
き
継
が

れ
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
ま
で
観
音
寺
が
勤
め
た
。
以
後
は
辻
弥
五
左
衛
門
守
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誠
、
金
丸
又
左
衛
門
、
石
原
清
左
衛
門
正
利
が
勤
め
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
か

ら
三
年
ま
で
大
津
代
官
雨
宮
庄
九
郎
寛
長
の
兼
任
、
正
徳
三
年
か
ら
享
保
七
年
（
一

七
二
二
）
ま
で
は
大
津
代
官
古
郡
文
右
衛
門
年
明
の
兼
任
、
そ
の
後
享
保
十
一
年
ま

で
桜
井
孫
兵
衛
政
能
、
翌
年
に
小
野
惣
左
右
衛
門
則
正
死
没
の
た
め
、
同
年
に
京
都

代
官
玉
虫
左
衛
門
茂
雅
が
兼
任
、
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
鈴
木
小
右
衛
門
正
興
、

寛
保
三
年（
一
七
四
三
）よ
り
石
原
清
左
衛
門
正
顕
が
代
官
と
兼
務
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
明
和
の
相
論
は
石
原
代
官
の
下
で
の
も
の
と
な
る
。

江
戸
幕
府
下
の
大
津
代
官
は
、
そ
の
責
務
が
当
初
か
ら
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
直
轄
領
の
管
理
、
大
津
町
の
支
配
、
そ
し
て
湖
上
舟
運
に
も

関
与
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
舟
奉
行
が
い
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
時
期
に
よ
っ
て
は

兼
務
な
ど
を
し
て
勤
め
た
の
で

（
４
）

あ
る
。

四
、
明
和
相
論
の
経
過

以
上
の
よ
う
な
背
景
、
状
況
の
中
で
、
明
和
の
相
論
が
興
っ
た
。

史
料
は
長
文
で
あ
る
の
で
掲
載
は
省
略
す
る
が
、（
明
和
六
年

一
七
六
九
）
丑

三
月
浅
井
郡
大
浦
舟
年
寄
願
い
上
げ
口
上
書
（
無
年
号

十
号
）、
浅
井
郡
大
浦
村

船
持
・
舟
年
寄
・
舟
持
総
代
、
百
艘
年
寄
（
挨
拶
人
）
連
署
、
奉
差
上
済
証
文
（
舟

論

八
十
号
）、〔
明
和
六
年
〕
舟
浦
争
書
置
写
（
舟
論

九
一
号
）、〔
明
和
六
年
〕

舟
御
役
所
、
御
召
出
書
置
（
舟
論

九
二
号
）
を
基
に
経
過
を
概
略
す
る
。

な
お
こ
こ
で
の
舟
年
寄
と
対
立
す
る
五
人
衆
と
は
市
右
衛
門
、
茂
作
、
勘
兵
衛
、

九
郎
次
郎
、
勘
左
衛
門
で
、
斜
体
の
三
人
衆
は
孫
兵
エ
子
方
で
、
そ
も
そ
も
の
訴

訟
の
発
端
を
成
し
た
当
事
者
で
あ
る
。
代
官
は
大
津
代
官
所
（
役
人
）、
地
頭
と
は

膳
所
藩
舟
役
所
（
人
）
で
あ
る
。

相
論
の
経
過
（
略
号
、
Ｔ＝

大
浦
舟
年
寄
の
言
動

Ｄ＝

代
官
・
舟
役
所＝

奉
行
所

の
言
動

Ｇ＝

五
人
衆
の
言
動
）

【
第
一
段
階
】

明
和
五
年

二
月

Ｔ
の
孫
兵
衛
、
三
人
衆
勝
手
に
付
き
、
そ
の
家
業
（
舟
運
）
差

止
め
る
。

（
舟
論

八
十
号
）

同

三
月

三
人
衆
、
大
津
百
艘
年
寄
に
Ｄ
へ
の
訴
訟
許
可
を
求
め
る
。

（
舟
論

七
九
）

同

百
艘
、
三
人
衆
へ
孫
兵
衛
へ
の
侘
び
、
仲
介
。（

舟
論

八
十
）

同

三
人
衆
、
Ｄ
に
訴
訟
。

（
同
）

？

百
艘
、
Ｄ
へ
内
済
を
要
望
、
Ｄ
は
百
艘
に
払
い
下
げ
。

（
同
）

四
月

Ｔ
、
三
人
衆
に
侘
び
要
求
、
百
艘
（
挨
拶
人
）
よ
り
申
し
聞
か

せ
三
人
衆
承
知
。

同

Ｔ
、
Ｄ
へ
報
告
。

〈
い
っ
た
ん
落
着
〉

【
第
二
段
階
】八

月

Ｇ
、
例
年
の
一
年
証
文
（
帳
面
）
に
印
を
拒
否
（
舟
論

十
）

同

Ｔ
、
Ｇ
を
Ｄ
へ
訴
訟
、
却
下
。

（
同
）

同
？

Ｔ
、
地
頭
（
膳
所
）
へ
訴
訟
、
藩
役
人
は
、
Ｄ
が
取
り
上
げ
な

い
な
ら
ば
浦
法
通
り
を
指
示
。

十
月

Ｇ

Ｄ
へ
訴
訟
。

？

Ｄ
、
吟
味
で
、
Ｔ
が
地
頭
の
指
示
と
の
言
い
分
は
心
得
違
い
と
、

強
要
、
Ｔ
押
判
す
。

明
和
五
年

（
以
下

舟
論

九
一
・
九
二
号
）

十
月
二
十
日

Ｔ
、
Ｄ
へ
出
頭
、
地
頭
へ
も
届
け
。

十
月
二
十
一
日

Ｔ
同
上
。
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二
十
三
日

Ｔ
、
Ｄ
へ
返
答
書
出
す
（
八
六
号
）、
地
頭
に
も
事

前
に
届
け
。

二
十
六
日

Ｔ
、
Ｄ
へ
同
上
出
頭
。

十
一
月
一
日

Ｔ
、
Ｄ
へ
同
上
出
頭
。

二
日
？

Ｔ
、
地
頭
に
状
況
報
告
。

Ｔ
、
百
艘
大
舟
年
寄
り
川
口
氏
に
相
談
、
氏
は
Ｄ
の

大
島
に
内
意
で
働
き
か
け
。

（
大
島
談
、
Ｔ
は
①
敗
訴
し
追
放
さ
れ
る
と
居
所
が

な
く
な
る
の
で
不
憫
と
）。

三
日

川
口
氏
、
Ｄ
の
服
部
に
早
々
の
吟
味
要
請
。

四
日

Ｔ
、
Ｄ
へ
出
頭
。

Ｔ
村
方
で
の
（
内
済
）
五
人
衆
の
引
き
取
り
要
請
。

Ｄ
は
Ｔ
に
②
一
年
切
り
契
約
破
棄
指
示
。

Ｔ
③
一
年
切
り
は
浦
法
第
一
で
拒
否
。

五
日

Ｔ
の
助
左
衛
門
一
人
出
頭
。

Ｄ
役
人
の
北
出
喜
八
が
一
年
切
り
撤
廃
を
指
示
。

Ｔ
助
左
衛
門
こ
れ
を
拒
否
、
村
方
（
内
済
）
引
き
取

り
要
請
。

Ｄ
役
人
服
部
に
替
わ
り
、
百
艘
に
処
置
を
あ
づ
け
る

こ
と
、
④
一
年
切
り
撤
廃
を
指
示
。

Ｔ
助
左
衛
門
、
⑤
一
年
切
り
は
浦
法
の
骨
と
拒
否
、

村
方
引
き
取
り
要
望
。

六
日

Ｔ
蓮
敬
寺
病
気
で
の
名
代
要
望
、
そ
の
折
り
、
Ｇ
に

も
在
所
に
引
取
を
申
す
旨
述
べ
る
（
村
方
で
の
扱
い

要
望
）。

七
日

同
上

Ｄ
村
方
引
取
指
示
、
同
時
に
論
中
（
未
決
）
だ
か
ら

⑥
Ｇ
に
は
舟
積
許
可
す
る
よ
う
を
指
示
。

Ｔ
、
地
頭
と
も
相
談
し
返
事
す
る
と
回
答
。

Ｄ
な
ら
ば
引
き
取
り
撤
回
。

八
日

Ｔ
、
地
頭
に
罷
る
。

九
日

Ｔ
、
Ｄ
よ
り
召
し
出
し
出
頭
。

Ｄ
奉
行
所
印
あ
る
舟
の
差
し
止
め
（
Ｇ
の
舟
運
の
こ

と
）
は
不
届
き
と
言
明
。

Ｔ
古
来
よ
り
仕
来
り
、
Ｇ
は
自
で
留
め
て
い
る
旨
回

答
、
地
頭
船
方
の
下
知
で
論
中
の
舟
積
み
禁
止
だ
が
、

村
方
に
引
き
取
る
旨
申
請
。

二
十
九
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｔ
、
着
到
の
報
告
。

三
十
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
、
Ｔ
に
⑦
往
古
証
文
の
提
出
指
示
。

十
二
月

一
日

Ｔ
、
地
頭
に
出
頭
、
証
文
な
ど
、
Ｄ
の
指
示
を
報
告
。

二
日

Ｔ
、
Ｄ
へ
証
文
提
出
。

四
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
に
よ
り
出
頭
。

Ｄ
村
方
の
証
文
の
み
で
御
公
議
御
印
な
し
、
⑧
舟
浦

所
持
は
不
当
と
主
張
。

Ｔ
往
古
の
訳
、
近
隣
の
例
、
村
方
は
問
屋
に
か
か
わ

ら
ず
と
回
答
。

Ｄ
⑨
一
年
切
り
契
約
撤
回
を
指
示
、
た
だ
し
証
文
は

毎
年
取
で
可
と
す
。
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（
こ
の
間
）
百
艘
年
寄
、
Ｄ
の
諮
問
に
答
え
、
湖
水
舟
浦
、
浦
々

で
往
古
よ
り
の
仕
来
り
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
定
め
、

公
儀
よ
り
の
印
判
な
し
を
回
答
。

五
日

Ｔ
、
Ｄ
に
出
頭
昨
日
の
回
答
。

Ｔ
⑩
一
年
切
り
で
な
く
ば
永
証
文
と
な
り
、
こ
れ
は

で
き
な
い
旨
回
答
。

Ｄ
そ
れ
は
不
了
見
、「
所
持
浦
」
印
判
な
く
て
は
浦

持
は
不
成
立
、
⑪
一
年
切
り
を
除
き
浦
貸
し
せ
よ
。

Ｔ
、
Ｄ
へ
申
す
べ
き
筋
で
は
な
い
が
、
一
年
で
契
約

を
切
る
訳
で
は
な
い
と
約
束
し
て
も
良
い
。Ｇ
の「
村

惣
中
の
浦
」
説
は
偽
り
、
庄
屋
肝
入
り
を
証
人
に
控

え
さ
せ
て
い
る
、
ま
た
地
頭
は
Ｇ
は
地
頭
役
所
が
不

届
者
と
断
定
、
浦
貸
し
禁
止
を
指
示
さ
る
、
と
言
上
。

Ｄ
、
Ｇ
を
呼
び
出
し
、
申
し
聞
か
す
と
言
明
。

Ｔ
、
地
頭
表
の
処
置
で
あ
る
の
で
、
Ｔ
が
Ｇ
の
反
論

を
聞
く
要
な
し
と
回
答
。

Ｄ
、
Ｔ
に
口
書
き
提
出
命
ず
。
舟
年
寄
り
・
舟
浦
の

儀
も
地
頭
の
裁
定
で
、
Ｄ
で
覆
す
こ
と
は
な
い
が
、

⑫
一
年
切
り
は
ゆ
ず
れ
な
い
と
言
明
。

Ｔ
、
地
頭
の
指
示
で
あ
る
の
で
ご
勘
弁
と
、
回
答
。

七
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
に
出
頭
。

Ｄ
、
Ｔ
の
提
出
の
証
文
に
舟
の
儀
な
し
、
海
津
と
の

出
入
り
の
み
、
ま
た
一
年
切
り
証
文
持
参
指
示
。

（
十
二
月
）
九
日

Ｄ
、
明
日
申
し
渡
し
如
何
と
問
う
。

Ｔ
、
地
頭
に
提
出
の
写
し
は
も
ら
え
ず
と
弁
明
。

Ｄ
、
地
頭
の
命
に
従
う
こ
と
指
示
、
口
書
き
提
出
命

ず
。
Ｇ
に
⑬
関
係
の
証
文
提
出
命
ず
。

十
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
に
出
頭
。

Ｄ
、
Ｔ
に
証
文
を
一
通
に
ま
と
め
証
言
記
載
を
命
ず
。

十
一
日

Ｔ
証
文
提
出
。
Ｔ
、
地
頭
所
で
提
出
証
文
の
照
合
。

十
二
日

Ｔ
船
頭
の
証
文
も
提
出
。

十
五
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
一
年
切
り
証
文
は
不
足
（
欠
分
あ
り
）
と
指
摘
、

Ｔ
問
屋
株
に
つ
く
舟
株
と
説
明
（
慣
習
と
回
答
）。

Ｄ
、
Ｔ
に
証
文
不
足
分
の
詳
細
説
明
指
示
。

十
七
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
一
年
切
り
証
文
、
年
に
よ
り
存
否
不
都
合
、
蓮
敬

寺
買
い
取
り
証
文
、
舟
浦
儀
孫
兵
エ
支
配
不
得
意
、

口
書
き
提
出
指
示
。

Ｔ
、
地
頭
か
ら
の
証
文
に
付
き
口
書
き
は
出
来
ず
と

回
答
。

Ｄ
、
⑭
Ｇ
の
舟
の
差
し
止
め
を
や
め
れ
ば
、
一
年
切

れ
を
認
め
て
も
良
い
と
言
明
。

Ｔ
、
地
頭
か
ら
の
指
示
な
の
で
勘
弁
を
、
Ｄ
の
御
威

光
で
も
Ｇ
に
は
貸
さ
ず
と
言
明
。

Ｄ
役
人
�
む
ご
い
�
と
慨
嘆
。

二
十
三
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
、
Ｔ
に
来
春
の
出
頭
指
示
。

一
月
十
八
日

Ｔ
例
年
通
り
年
始
に
出
頭
、
扇
子
出
す
も
返
さ
る
。

十
九
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
、
Ｇ
の
名
前
あ
る
証
文
の
み
を
提
出
命
ず
。
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二
十
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
、
Ｄ
蔑
如
と
Ｔ
を
叱
声
、
Ｔ
は
⑮
往
古
は
家
来
を

舟
遣
い
さ
せ
た
か
詰
問
。

（
一
年
切
り
証
文
を
出
し
て
い
る
者
と
出
さ
な
い
者

と
の
差
異
を
疑
念
か
）。

Ｔ
に
⑯
証
文
無
き
者
の
リ
ス
ト
指
示
。

二
十
一
日

Ｔ
出
頭

初
年
証
文
、
一
年
切
り
証
文
、
提
出
、
証
文
は
火
事

で
紛
失
も
あ
り
と
言
上
。

Ｄ
、
Ｔ
の
対
応
非
難
。

二
十
二
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
口
書
、八
月
に
差
し
戻
し
た
は
ず
、提
出
可
で
は
？

Ｔ
、
地
頭
に
提
出
し
た
の
で
問
合
わ
せ
、
膳
所
役
人

か
ら
浦
法
通
り
に
と
指
示
、
と
言
上
。

Ｄ
、
そ
の
役
人
名
を
教
え
る
よ
う
に
Ｔ
に
指
示
。

Ｔ
一
年
切
り
証
文
、
十
一
通
提
出
。

二
十
三
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
、
地
頭
に
願
い
、
浦
法
通
り
に
取
り
上
げ
申
す
べ

し
。

二
十
五
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
勘
兵
衛
・
勘
左
衛
門
印
形
相
違
不
信

Ｔ
口
上
書
提
出
。

二
十
六
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
、
Ｇ
召
し
出
し
指
示
、
証
文
不
足
分
詮
議
。

Ｔ
火
事
で
の
紛
失
、
粗
末
で
紛
失
と
言
上
。

Ｄ
不
埒
と
、「
浦
法
の
事
は
御
公
儀
御
掟
同
様
の
事

に
候
、
国
法
又
は
村
法
、
浦
法
と
申
す
物
に
候
へ
ば

取
申
さ
ざ
る
事
は
あ
る
間
敷
候
」
と
言
明
。

二
十
八
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
⑰
貞
享
以
来
の
訳
合
い
書
提
出
命
ず
、
同
時
に
、

京
都
所
司
代
へ
の
訴
訟
の
牽
制
、
不
埒
な
ま
ま
言
い

分
通
り
に
裁
許
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
恫
喝
。

来
月
六
日
判
決
と
言
明
。

二
十
九
日

Ｔ
出
頭
、
訳
合
書
提
出
。

二
月
一
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭
。

Ｄ
⑱
貞
享
の
出
入
り
証
文
等
帳
面
写
し
提
出
命
じ
る
、

御
運
上
銀
、
上
納
銀
の
様
子
尋
ね
、
先
祖
の
年
貢
高

な
ど
尋
問
。

三
日

Ｔ
、
Ｄ
召
し
出
し
で
出
頭

Ｄ
追
っ
て
裁
許
、
請
印
と
る
。
⑰
そ
れ
ま
で
運
上
の

舟
が
あ
る
の
で
Ｇ
の
舟
積
み
を
指
示
。

Ｔ
、
Ｇ
の
舟
積
み
拒
否
。

Ｄ
⑱
代
官
の
意
に
背
く
と
叱
声
、
口
書
き
強
制
。

Ｔ
諸
事
言
上
す
る
も
却
下
さ
る
。

五
、
問
答
の
経
過
で
の
特
徴

以
上
、
明
和
五
年
〜
六
年
に
か
け
て
の
、
問
屋
・
舟
年
寄
り
と
五
人
衆
の
相
論
の

経
過
を
見
た
が
、
実
際
に
は
記
録
は
、
幕
府
大
津
代
官
所
の
役
人
と
の
問
答
の
経
過

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
要
点
・
特
徴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
ま
ず
、
当
初
、
三
人
衆
は
代
官
へ
の
訴
訟
を
望
ん
だ
が
、
百
艘
仲
間
の
介
入

も
あ
っ
て
、
代
官
所
で
の
訴
訟
と
は
成
ら
ず
、
百
艘
の
取
り
な
し
で
、
一
旦
は
和
談

が
成
っ
た
。
こ
れ
は
三
人
衆
が
舟
年
寄
り
に
詫
び
を
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
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し
、
こ
の
和
談
は
破
断
す
る
。
五
人
衆
が
「
一
年
切
り
」
契
約
へ
の
押
印
を
拒
否
し

た
か
ら
だ
。

（
２
）
そ
こ
で
舟
年
寄
り
は
、
代
官
所
へ
五
人
衆
を
訴
訟
す
る
が
、
当
初
は
こ
の
訴

は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
膳
所
舟
役
人
へ
訴
訟
し
た
と
こ
ろ
、
膳
所

は
浦
法
通
り
を
指
示
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
度
は
五
人
衆
が
代
官
所
へ
訴
訟
す
る
と
、
こ
れ
は
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
こ
こ
か
ら
、
五
人
衆
の
訴
、
そ
の
論
点
に
は
代
官
所
役
人
が
関
心
を
持
っ
た
こ

と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
何
故
、
代
官
所
は
五
人
衆
の
訴
を
受
け
入
れ
た
の
か
。
そ
の
可
能
性
は
、

三
点
想
定
で
き
る
。

ⅰ
、
下
線
部
①
で
分
か
る
よ
う
に
、
ど
う
や
ら
役
人
は
五
人
衆
の
処
遇
に
か
な
り

気
を
遣
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
答
の
過
程
で
も
、
下
線
部
⑥
⑭
⑰
で
分
か
る
よ
う

に
、
何
と
か
今
す
ぐ
に
で
も
、
五
人
衆
の
舟
運
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
何
か
代
官
所
役
人
と
五
人
衆
の
間
で
特
別
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
念
を
持
つ
の
は
、
史
料
九
二
号
の
筆
者
（
年
寄
）
が
「
困
窮
は
い
た

す
間
敷
も
の
、
公
事
に
は
金
銀
沢
山
に
所
持
致
し
候
も
の
勝
ち
申
し
候
」（
九
二
号

明
和
六
年

二
月
三
日

記
事
）
と
慨
嘆
す
る
よ
う
に
、
ま
た
萩
原
氏
も
憶
測
し
て

い
る
よ
う
に
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
想
定
は
あ
ま
り
採
用
し

た
く
な
い
。
と
い
う
の
は
、
推
測
さ
れ
る
同
様
な
可
能
性
と
役
人
と
の
結
び
つ
き
は
、

舟
年
寄
り
側
に
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
上
に
後
述
す
る
よ
う
に
代
官
所
役

人
の
主
張
が
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
の
方
が
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
役
人
と
商
人
と
の
結
託
と
い
う
お
定
ま
り
の
役
人
像
は
陳
腐
で
あ
ろ
う
。

ⅱ
、
代
官
所
役
人
が
、
五
人
衆
に
示
し
た
関
心
が
、
両
者
の
不
正
な
結
託
で
は
な

い
と
す
れ
ば
、
役
人
は
五
人
衆
の
訴
状
、
そ
の
論
点
に
重
要
性
を
認
め
、
興
味
・
関

心
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
そ
の
主
張
点
は
何
か
。
こ
れ
を
五
人
衆
の
出
し
た

「
乍
恐
奉
願
上
口
上
書
」（
舟
論

八
六
号
）
か
ら
確
認
す
る
と
、
こ
れ
に
は
三
つ
の

論
点
が
あ
る
。

Ａ
、「
一
年
切
り
」
を
止
め
て
欲
し
い
。
本
来
舟
浦
は
一
カ
年
限
り
の
借
り
受
け

か
ど
う
か
。

Ｂ
、
一
カ
年
借
り
受
け
は
、
舟
年
寄
り
が
膳
所
藩
「
舟
奉
行
」
よ
り
裁
許
を
得
て

い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
浦
法
通
り
」
と
い
う
が
、
そ
の
可
否
、
正
当
性
。

Ｃ
、
舟
浦
は
村
方
一
統
の
も
の
の
は
ず
、
問
屋
・
舟
年
寄
り
の
私
物
は
不
当
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
五
人
衆
主
張
に
代
官
所
は
反
応
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
中
で
直
接
的
な
論
点
は
舟
年
寄
り
の
船
持
衆
へ
の
浦
貸
し
が
一
年
単
位
と
な
る

「
一
年
切
り
」
の
可
否
で
あ
っ
た
。
そ
の
執
拗
な
や
り
と
り
は
、
下
線
部
②
④
⑨
で

代
官
所
役
人
が
一
年
切
り
の
撤
回
を
求
め
れ
ば
、
③
⑤
⑩
⑫
で
舟
年
寄
り
は
こ
れ
は

「
浦
方
の
第
一
、
骨
」
と
拒
否
を
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
代
官
所
役
人
は
こ
の
「
一
年
切
り
」
に
固
執
す
る
の
か
、
こ
こ

が
こ
の
問
答
の
最
大
の
焦
点
と
思
う
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
。

ⅲ
、
第
三
に
は
、
代
官
所
役
人
の
縄
張
り
意
識
、
プ
ラ
イ
ド
が
あ
ろ
う
。
代
官
所

が
当
初
の
対
応
と
は
異
な
っ
て
、
明
和
五
年
十
月
に
五
人
衆
の
訴
を
受
理
し
た
直
後
、

舟
年
寄
り
に
「
地
頭
よ
り
の
（
浦
法
と
お
り
の
）
指
示
で
、
と
の
言
い
分
は
心
得
違

い
」
と
強
要
さ
れ
た
こ
と
が
印
象
深
い
。
そ
の
後
の
吟
味
の
過
程
で
も
し
ば
し
ば
、

地
頭
の
対
応
を
気
に
か
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
地
頭
の
言
動
そ
の
も
の
を
否
定
は
し

て
い
な
い
が
、
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
代
官
所
役
人
は
、
問
題
意
識
を
持
ち
、
吟
味
の
場
で
、

舟
年
寄
り
に
、「
一
年
切
り
」
を
破
棄
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
吟
味
中
、
下

線
部
⑦
⑫
⑯
⑰
⑱
の
よ
う
に
証
文
や
帳
面
の
証
拠
書
類
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
代
官
所
、
舟
年
寄
り
双
方
の
言
い
分
が
ま
っ
た
く
平
行
線
を
た
ど
り
、
審
議

が
行
き
詰
ま
っ
た
上
で
の
対
応
で
あ
っ
た
。
舟
年
寄
り
の
言
い
分
を
切
り
崩
す
た
め

の
手
管
に
過
ぎ
な
い
。
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六
、
代
官
所
役
人
の
認
識

以
上
見
た
よ
う
に
、
実
際
の
相
論
は
、
訴
人
・
論
人
で
あ
る
、
五
人
衆
と
舟
年
寄

り
の
対
決
、
直
接
問
答
で
は
な
く
、
代
官
所
と
舟
年
寄
り
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
。

一
体
、
な
ぜ
、
代
官
所
は
執
拗
に
「
一
年
切
り
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
が
一
番
の
問
題
で
あ
り
、
役
人
が
五
人
衆
に
成
り
代
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
、

「
微
妙
」、
奇
妙
な
相
貌
を
呈
す
る
所
以
な
の
で
あ
る
。

こ
の
代
官
所
の
本
音
は
下
線
部
⑧
と
⑮
に
現
れ
て
い
る
と
思
う
。

⑧
は
す
な
わ
ち
、
五
人
衆
の
素
因
・
論
点
Ｃ
に
関
わ
る
も
の
で
、
浦
は
問
屋
の
支

配
な
の
か
、
村
方
一
統
の
も
の
な
の
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点

が
、
そ
の
「
一
年
切
り
」
の
論
理
を
支
え
る
背
景
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

浦
の
由
緒
に
寄
れ
ば
、
大
浦
海
道
の
開
闢
時
、
駿
府
で
、
つ
ま
り
幕
府
か
ら
六
人

の
問
屋
・
舟
年
寄
り
先
祖
に
御
免
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
五
人
衆
が
言
う
の

は
、「
浦
は
村
持
ち
」で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
誰
持
ち
」で
あ
る
な
ら
ば「
借

賃
」
が
取
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
今
ま
で
こ
れ
が
取
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
、
し
た

が
っ
て
「
浦
は
村
持
ち
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
船
年
寄
り
は
先

の
由
緒
を
た
て
に
と
り
、
あ
く
ま
で
も
舟
年
寄
り
・
問
屋
株
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

代
官
所
吏
僚
は
、
目
聡
く
、
こ
の
問
題
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
。
彼
ら
の
統
治
意

識
の
気
に
障
っ
た
の
で
あ
る
。

幕
府
吏
僚
は
、
訴
の
文
面
か
ら
、
ま
た
吟
味
す
る
中
で
、
一
層
、「
一
年
切
り
」・

浦
所
持
問
題
と
、
特
定
人
物
が
浦
を
所
持
、
差
配
す
る
と
い
う
こ
と
に
違
和
感
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
事
実
上
、
多
く
の
者
に
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
す
な
わ
ち

公
的
に
利
用
さ
れ
な
が
ら
、
数
人
が
そ
の
支
配
権
を
持
つ
。
こ
の
体
制
は
、
幕
府
・

諸
大
名
所
領
と
分
割
さ
れ
た
体
制
と
は
言
え
、
全
国
的
な
支
配
権
を
も
持
つ
公
儀
の

吏
僚
と
し
て
の
統
治
感
覚
か
ら
違
和
を
覚
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま

り
、
公
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
公
の
も
の
、
こ
の
場
合
は
村
の
浦
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
。
さ
ら
に
言
え
ば
舟
運
、
公
道
の
利
用
は
公
の
も
の
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
意
識
。
公
は
同
時
に
、
民
、
利
用
者
に
対
し
て
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
統
治
意
識
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
意
識
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
の
が
、
下
線
部
⑮
で
あ
る
。
幕
府
吏
僚
は
「
其

儀
は
格
別
往
古
は
家
来
筋
の
者
共
に
舟
遣
わ
さ
せ
候
故
、
夫
に
順
じ
外
々
の
者
共
に

も
賃
銭
取
り
申
さ
ず
候
と
の
事
、
五
人
の
者
共
よ
り
は
、
村
方
の
浦
に
て
御
座
候
故
、

賃
銭
取
り
申
さ
ず
候
と
の
申
し
懸
け
に
候
、
往
古
よ
り
の
家
来
筋
の
者
、
今
に
舟
遣

い
居
り
申
す
も
の
こ
れ
有
り
候
哉
と
御
尋
ね
下
さ
れ
候
故
」
と
あ
っ
て
、
舟
年
寄
り

が
今
な
お
領
主
的
な
存
在
の
呈
を
成
し
て
い
る
か
、
そ
の
疑
念
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し

て
い
る
。
幕
府
以
外
に
は
支
配
者
は
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
地
頭
以
外
に
は
領
主
は
あ

り
得
な
い
と
す
る
認
識
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
相
論
は
幕
府
吏
僚
の
一
種
の
平
等
観
と
藩
役
人
・
村
の
有
力

者
の
因
習
的
特
権
観
の
対
立
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
幕
府
の
統
治
法
と
藩
・
浦
の
慣
習

法
の
対
立
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
れ
を
、
統
治
者
と
し
て
の
「
平
等
」
理
念
の

な
せ
る
業
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
身
分
制
社
会
の
中
で
の
被
治
者
階
層
内
の

「
平
等
」
で
あ
っ
て
、
身
分
差
や
階
級
差
を
否
定
す
る
そ
れ
で
は

（
５
）

な
い
。

ま
た
、
幕
府
官
僚
の
態
度
は
執
拗
で
強
引
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
は
、
問
答
無
用
の

断
を
し
た
。
こ
う
し
た
高
圧
的
な
態
度
と
「
平
等
」
と
は
一
見
な
じ
ま
な
い
か
の
よ

う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
強
圧
性
に
平
等
の
施
行
と
い
う
事
柄
の
本
質

が
見
え
た
と
思
う
。
決
し
て
代
官
所
役
人
―
幕
府
吏
僚
の
態
度
は
お
か
し
な
も
の
で

は
な
い
、
首
尾
一
貫
し
た
統
治
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

尚
、
こ
の
相
論
の
裁
許
は
不
明
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
近
江
地
方
史
研
究
』
近
江
地
方
研
究
会
（
十
七
・
十
八
号

一
九
八
三
年
）

（
２
）
史
料
は
刊
本
『
舟
寄
せ
村
の
歴
史
』（
蓮
敬
寺
開
基
五
百
年
法
要
記
念
執
行
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委
員
会

一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。
史
料
番
号
（
舟
論
○
○
号
）
は
こ
の
刊
本

の
も
の
。
な
お
刊
本
は
文
書
を
読
み
下
し
て
お
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
。

（
３
）
萩
原
前
掲
、
杉
江
進
「
近
世
湖
上
特
権
の
再
検
討
―
―
「
艫
折
」
と
「
艫
折

廻
船
」
―
―
」（『
近
江
地
方
史
研
究
』
二
九
・
三
〇
合
併
号

一
九
八
四
年
）

（
４
）
『
新
修
大
津
市
史

３
近
世
前
期
・
４
近
世
後
期
』（
大
津
市

一
九
八
一

年
）

（
５
）
筆
者
が
こ
う
し
た
統
治
者
の
「
平
等
」
意
識
を
問
題
に
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
後
半
に
お
け
る
「
平
等
」
の
希
求
と
人
権
宣
言
が
、
暴
力
を
招
い
た

と
す
る
、
遅
塚
忠
躬
『
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ド
リ
ヴ
ィ
エ
』（
東
大
出
版
会

一
九
八
六
年
）、
関
連
す
る
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
革
命
に
関
す
る
論
述
『
革

命
に
つ
い
て
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫

一
九
九
五
年
）、
竹
田
青
爾
『
人
間
的
自

由
の
条
件
』（
講
談
社

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
を
私
な
り
に
受
け
と
め
て
、
権

力
の
理
解
の
一
助
と
考
え
て
い
る
事
に
由
る
。

（
本
学
名
誉
教
授
）
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